
要望事項 回答 担当課

１．自治体の職員削減をやめ、緊急時にも市民救済に
こたえられる職員配置をしてください。その際は非正
規ではなく正規職員での採用を行ってください。

　職員配置については、総人件費の抑制を図りつ
つ、望まない残業を無くすことを目指し、各部局
へのヒアリング等を通じながら、適正に行ってま
いります。 人事室

２．各市町村独自の現金支給をいち早く、かつ何度も
行ってください。

　現在、国及び大阪府等の支援制度の状況を踏ま
えた上で、市の独自対策も含めた、新型コロナウ
イルス感染症対応「緊急支援パッケージ」第一
弾、第二弾を実施しております。今後も、社会情
勢等を踏まえ、国・府等とも連携し、必要な施策
を検討してまいりたいと考えております。

企画四課

３．国に対して特別定額給付金の第２弾、第３弾を行
うよう強く要請してください。

　国による現金給付事業については、国の動向を
注視してまいります。 保護課

４．各市町村独自に地域で活動するＮＰＯ、子ども食
堂等と連携し、フードバンク・フードドライブ・フー
ドパントリー事業を立ち上げ、「食うに困っている」
子ども、学生、シングルマザー、高齢者始め市民に食
べ物が届くようにしてください。

　フードドライブについては、市民及び市内事業
所から協力を得て、実施しており、集まった食材
については、子ども食堂運営法人や市社会福祉協
議会に提供しております。引き続き、子ども食堂
運営法人及び生活困窮者自立支援制度等を所管す
る福祉部門やフードドライブへの協力を得た事業
所と連携を図ってまいります。
　なお、市社会福祉協議会においては、個人等か
ら善意銀行に寄附された食品を生活困窮者に提供
する取組をされております。

環境総務課
福祉総務課
こどもを守
る課

５．小中学校の給食費を無償化してください。休校中
も必要な子どもたちのために安心・安全・おいしい給
食の提供を行ってください。保育所・こども園・幼稚
園などの副食費を無償化してください。

　新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、本市
に在住する子育て世帯の支援として、保育所等に
在籍する児童の給食費（主食費・副食費）及び小
中学校の給食費を令和２年６月から同年12月ま
で、無償化として実施しています。
　休校中の給食提供については、考えておりませ
ん。

保育課
施設給食課

2020年度自治体キャラバン行動「新型コロナ感染症のもとでの住民のいのちと暮らしを
守るための要望書」に対する回答

1



要望事項 回答 担当課

６．税・国民健康保険料・介護保険料などの値上げを
行わず、更に大幅な減免制度を行ってください。国民
健康保険傷病手当は被用者だけでなく自営業者やフ
リーランスにも適用拡大をしてください。６月の納付
書送付時には、傷病手当や減免制度の内容、徴収の猶
予、一部負担金減免などわかりやすいチラシを入れ周
知を行ってください。なお、申請については窓口での
三密をさけるため郵送申請、メール申請ができるよ
う、ホームページに申請用紙をアップしダウンロード
ができるようにしてください。

　市税については、法令に基づき適正に賦課する
とともに、減免については、新型コロナウイルス
感染症への対応として個人市民税における対象の
拡充など、条例に基づき適切に対応しておりま
す。
　国民健康保険料については、令和２年度の保険
料率を令和元年度と同率に据え置くこととしてお
ります。また、減免については、新型コロナウイ
ルス感染症の影響による減収に対する減免措置を
適切に実施するとともに、市独自の減免措置を継
続しております。
　傷病手当金については、厚生労働省からの通知
に基づき被用者の療養中の生活を保障するため制
度を整備したものでございます。
　なお、傷病手当や減免制度に関するチラシを納
付書等に同封し周知を図っております。また、窓
口での三密を避けるため、減免や徴収猶予の申請
用紙を市ホームページに掲載するとともに、郵送
による申請受付を行っております。
　介護保険料の減免については、今年度から前年
の収入合計額を引き上げ、市独自減免の対象の拡
充を行いました。また、減免制度等については、
引き続き、納付書発送時等にチラシを同封し周知
を図るとともに、三密を避けるため、郵送による
申請受付を実施してまいります。

市民サービ
ス部税務管
理担当
高齢介護室

７．生活保護、住居確保給付金などの申請は簡易に
し、三密を避けるため郵送申請、メール申請ができる
よう、ホームページに申請用紙をアップしダウンロー
ドができるようにしてください。

　生活保護、住居確保給付金については、支給開
始に当たり、申請者にとって不利益が生じないよ
うに十分な制度の説明や個々の世帯の状況を聞き
取る必要があるため、申請書については事務所で
の配布を原則としています。
　ただし、新型コロナウイルス感染防止の観点か
ら三密を避けるため、事前に電話で連絡をいただ
き、面接時間の短縮につなげております。

保護課

８．新型コロナ感染症で明らかになったように医療体
制確保が急務です。地域医療構想を抜本的に見直すよ
う国、大阪府に働き掛けてください。自治体として発
熱外来を医師会、公立病院等と協力して確保してくだ
さい。医療機関や妊婦を始め必要に応じてＰＣＲ検査
が受けられるように拡大してください。

　地域医療構想については、大阪府からの受託事
業として懇話会を実施していますので、必要な意
見については懇話会を通じて大阪府に報告してま
いります。
　発熱外来については、帰国者接触者外来として
市内に確保しております。
　ＰＣＲ検査については、市独自で医師会との協
力の下、令和２年５月からＰＣＲ外来を設置して
おり、検査体制を拡充したところです。

保健総務課

９．市立保健所の機能強化を図ってください。地方独
立行政法人大阪健康安全基盤研究所を大阪府・市直営
に戻し、人員予算を拡充するよう大阪府に要望してく
ださい。

　市保健所の機能強化については、ＰＣＲ外来の
設置や応援職員の配置により図っております。
　地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所につ
いては、検査の対応状況を勘案し、必要に応じて
大阪府に要望してまいります。

保健総務課

10．マスク・消毒液・フェイスシールド・防護服・グ
ローブ・ゴーグルなどを大阪府と協力して必要数を全
医療機関及び介護事業所等に配布してください。

　医療機関や訪問看護ステーションに対しては、
国から送付された医療機関向けのマスクやガウン
等の物品を国の定める優先順位基準に基づき適宜
配布しています。
　介護事業者に対しては、市独自でマスクの配布
を行っており、引き続き、大阪府とも連携し、必
要な消耗品等の補給に努めてまいります。

保健総務課
高齢介護室
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11．患者・利用者減による医療機関・介護事業所・障
害者事業所等の経営困難に対する赤字補填を国・大阪
府に求めてください。

　国の補正予算により、医療・福祉事業者への資
金繰り支援の拡充として、無利子・無担保等の危
機体制融資の拡充などが行われています。
　介護事業所については、経営困難な事業者に対
し、適切にサービスを継続できるよう引き続き
国、大阪府及び本市の制度を周知してまいりま
す。
　障害者事業所については、厚生労働省通知にお
いて報酬、人員、施設・設備及び運営基準等につ
いて、柔軟な取扱いが示されており、国からの通
知内容を踏まえ、適切に対応してまいります。

保健総務課
高齢介護室
障害福祉課

12．「ステイホーム」が長引き、生活困窮や先行きの
不安、養育疲れなどで、児童虐待やＤＶの可能性が高
まる中、早期に把握し解決するための手立て、関係部
署との連携を進めてください。

　ステイホームなどの影響に伴うＤＶ被害等の増
加や深刻化が懸念される中、ＤＶ被害者等の対応
については、男女共同参画推進センターでカウン
セリングや法律相談を実施し、市の広報誌やホー
ムページなどで相談窓口の周知を図るとともに、
関係所管課等と緊密な連携を図りながら、迅速か
つ適切な支援に努めております。
　自宅待機要請期間における児童虐待への対応に
ついては、市「安全・安心メール」で相談窓口の
周知を図るとともに、29関係機関等で構成される
寝屋川市要保護児童対策地域協議会の構成機関に
対し、協力の依頼等を行いました。

人権・男女
共同参画課
こどもを守
る課

13．自然災害の発生に備え、避難所で感染が広がらな
いように感染予防を早急に具体化してください。

　避難所での感染症対策については、国及び大阪
府の指針等を踏まえ、具体的な感染防止対策を早
急に実施してまいります。 防災課
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